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四国全域で 202事業場へ重点監督 

～ 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組状況 ～ 

 
厚生労働省では平成 25 年 9 月に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組

として、全国的な対応を行ってきましたが、今般、四国地区（徳島、香川、愛媛、高

知の各労働局）における取組状況を以下のとおり取りまとめました。 

なお、全国の集計結果については厚生労働省発表資料をご確認ください。 

 

 

１ 「過重労働重点監督」の結果 

平成 25年 9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる

企業等に対して集中的に過重労働重点監督を実施しましたが、そのポイントは次の

とおりです。詳細は別添資料 1をご覧ください。 

 

【重点監督の結果のポイント】 

（１）重点監督の実施事業場数  202事業場（四国内4労働局の合計）  

（２）違反状況  170事業場（全体の84.2％）に何らかの労働基準関係法令違反 
※（１）のうち、法令違反があり是正勧告書を交付した事業場 

主な違反内容 

① 違法な時間外労働があったもの  96事業場（47.5％） 

② 賃金不払残業があったもの    71事業場（35.1％） 

（３）健康障害防止に係る指導状況 
※（１）のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場 

① 過重労働による健康障害防止措置が不十分なもの  41事業場（20.3％） 

② 労働時間の把握方法が不適切なもの        54事業場（26.7.％） 

 

このほかにも、労働者からの申告（労働基準法第104条に基づいて労働基準監督署に違反の

事実を申し立てるもの）を受け、申告監督を実施しています。 

以上の結果、違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等を交付し、是正に

向けた指導を行いました。是正がなされていない事業場については、引き続き、是正の確認を

行っていきます。それでもなお、是正しない事業場については、送検も視野に入れて対応しま

す。送検した場合には、企業名等を、労働基準監督署において公表します。 

今後とも、引き続き、若者の「使い捨て」が疑われる事業場に対し、監督指導をしっかり行

ってまいります。 

平成 25年 12月 17日 

【照会先】 

愛媛労働局労働基準部監督課 

  監督課長      真鍋 俊正（内線 451）  

  地方監察監督官  森  憲之（内線 452） 

  電話 089(935)5203（監督課直通） 

愛媛労働局 
 



 

２ 「無料電話相談」の実施結果 

９月１日（日）に全国8カ所（北海道、東北、関東甲信越、北陸・東海、近畿、中国、四国、

九州・沖縄）で実施された無料電話相談のうち、四国地区で対応した相談の実施結果のポイン

トは以下のとおりです。詳細は別添資料2をご覧ください。 

 

【実施結果のポイント】 

★ 相談総件数  66件 

★ 主な相談内容（複数回答） 

（１）賃金不払残業 36件（54.5％） 

賃金不払残業の相談36件のうち、 

① 労働時間の管理が不適切（一部不払） 11件（30.6％） 

② 残業手当の定額払（一部不払）    10件（27.8％） 

③ 残業手当一切なし          8件（22.2％） 

賃金不払残業の相談36件のうち、不払いとなっている時間外労働時間（１か月当たり）

は、 

① 80から100時間未満         12件（33.3％） 

② 40から60時間未満          7件（19.4％） 

③ 100時間以上             6件（16.7％） 

（２）長時間労働・過重労働 35件（53.0％） 

長時間労働・過重労働の相談35件のうち、 

① 月80から100時間の時間外労働に関する内容    14件（40.0％） 

② 月100時間を超える時間外労働に関する内容    11件（31.4％） 

③ 月60から80時間の時間外労働に関する内容     6件（17.1％） 

 

 

３ 職場のパワーハラスメントの予防・解決への対応 

職場での実務に活用できる「パワーハラスメント対策取組支援セミナー」を、11月に四国内

の4か所（11/18徳島市、11/19高松市、11/20松山市、11/21高知市）で開催し、パワーハラ

スメントによって若者を使い捨てにすることをなくすべく、労使をはじめ関係者に幅広く周

知・啓発を行いました。 

 
 

 

 

 



労働時間
（注2）

賃金不払残業
（注3）

健康障害防止対策
（注4）

170 96 71 1

(84.2%) (47.5%) (35.1%) (0.5%)

34 14 23 0
(87.2%) (35.9%) (59.0%) (0.0%)

46 26 18 0
(85.2%) (48.1%) (33.3%) (0.0%)

74 47 24 1
(87.1%) (55.3%) (28.2%) (1.2%)

16 9 6 0
(66.7%) (37.5%) (25.0%) (0.0%)

37 31 14 0
(84.1%) (70.5%) (31.8%) (0.0%)

11 6 7 0
(78.6%) (42.9%) (50.0%) (0.0%)

19 9 6 0
(90.5%) (42.9%) (28.6%) (0.0%)

32 18 19 0
(76.2%) (42.9%) (45.2%) (0.0%)

3 1 2 0
(100.0%) (33.3%) (66.7%) (0.0%)

2 0 0 0
(50.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

4 3 0 0
(100.0%) (75.0%) (0.0%) (0.0%)

22 5 10 0
(91.7%) (20.8%) (41.7%) (0.0%)

19 13 7 0
(86.4%) (59.1%) (31.8%) (0.0%)

5 1 0 0
(100.0%) (20.0%) (0.0%) (0.0%)

14 9 5 1
(82.4%) (52.9%) (29.4%) (5.9%)
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（１） 法違反の状況（是正勧告書を交付したもの）  
 「過重労働重点監督月間」中、202事業場に対し重点監督を実施し、170事業場で何らかの労働

基準関係法令違反が認められた。主な法違反としては、違法な時間外労働があったものが96事

業場、賃金不払残業があったものが71事業場認められた。 

１ 「過重労働重点監督月間」における「重点監督」実施状況 

（注１）四国全体としての合計であり、主要業種のみを計上しているので合計数とは一致しない。 

（注２）労働基準法第32条違反及び第40条違反〔36協定なく時間外労働を行っているもの、36協定で定める限度

時間を超えて時間外労働を行っているものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。 

（注３）労働基準法第37条（割増賃金）違反のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まな

い。〕。 

（注４）労働安全衛生法第18条違反〔労働安全衛生規則第22条（衛生委員会において、労働者の健康障害の防

止及び健康の保持増進に関する事項について調査審議を行っていないもの。）及び労働安全衛生法第66条の

８違反〔１月当たり100時間以上の時間外労働を行った労働者から、医師による面接指導の申出があったにもか

かわらず、面接指導を実施していないもの。〕を計上している。 

資料１ 



（２）健康障害防止に係る指導状況（指導票を交付したもの） 

 

※ 過重労働による健康障害防止のための指導状況 

過重労働による健康障害防止のため、「過重労働重点監督」実施事業場の

うち 41事業場に対して、長時間労働を行った労働者に対し、医師による面

接指導を実施することなどの過重労働による健康障害防止対策を講じるよ

う指導した。 

 

指導事業

場数 

 

 

 

面接指導の実施 

（注２） 

衛生委員会等にお

ける調査審議の実

施（注３） 

面接指導等の実施

に係る体制の整備

等（注４） 

41 28 17 19 

徳島 5 5 0 0 

香川 13 9 3 2 

愛媛 20 12 14 16 

高知 3 2 0 1 

 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）２ないし６月で平均 80時間超える時間外労働を行っている労働者又は１月 100 時間を超え

る時間外労働を行っている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めるこ

となどを指導した事業場数を計上している。 

（注３）「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」

について、①常時 50 人以上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行

うこと、②常時 50人未満の労働者を使用する事業場の場合には、労働安全衛生規則第 23条の

２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用して、関係労働者の意見を聴取するこ

とを指導した事業場数を計上している。 

（注４）医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにする

ための仕組み等を予め定めることなどを指導した事業場数を計上している。 

 

 

※ 労働時間適正把握に係る指導状況 

「過重労働重点監督」実施事業場のうち 54事業場に対して、労働時間の

管理が不適切であるため、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握の

ために使用者が講ずべき措置に関する基準」に適合するよう、労働時間を

適正に把握することなどを指導した。 

 

 

 



 

指導事業場数 

始業・終業

時刻の確

認・記録（基

準 2（１）） 

自己申告制による場合 

管理者の

責務（基準

２(５)） 

労使協議

組織の活

用（基準２

(６)） 

自己申告制

の説明（基

準２(3)ｱ） 

実態調査

の実施（基

準 2(3)ｲ） 

適正な申告

の阻害要因

の排除（基

準２(3)ｳ） 

54 31 7 23 5 2 0 

徳島 8 3 2 6 3 0 0 

香川 19 13 3 9 1 1 0 

愛媛 21 12 2 6 1 1 0 

高知 6 3 0 2 0 0 0 

 
（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関する基準」のどの項目に基づくものであるかを示している。 

 

 

※ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績 

「過重労働重点監督」実施時に、時間外・休日労働時間が最長の者を確

認したところ、44 事業場で１月 80 時間を超えており、そのうち 24 事業場

で 1月 100時間を超えていた。 

 

 
把握して

いない 

時間外労働 

なし 

１月当たり 

45時間以下 

１月当たり 

45時間超え 

80時間以下 

１月当たり 

80時間超え 

100時間以下 

１月当たり 

100時間超え 

四国 0 10 88 60 20 24 

徳島 0 5 18 12 0 4 

香川 0 0 21 18 5 10 

愛媛 0 3 37 25 12 8 

高知 0 2 12 5 3 2 

 



労働時間
割増賃金
不払

賃金不払 解雇

43 3 7 23 6

(72.9%) (5.1%) (11.9%) (39.0%) (10.2%)

11 1 2 2 2
(78.6%) (7.1%) (14.3%) (14.3%) (14.3%)

12 2 4 5 0
(80.0%) (13.3%) (26.7%) (33.3%) (0.0%)

15 0 1 12 4
(62.5%) (0.0%) (4.2%) (50.0%) (16.7%)

5 0 0 4 0
(83.3%) (0.0%) (0.0%) (66.7%) (0.0%)

5 1 1 2 0
(83.3%) (16.7%) (16.7%) (33.3%) (0.0%)

4 0 1 2 1
(66.7%) (0.0%) (16.7%) (33.3%) (16.7%)

4 0 0 2 2
(66.7%) (0.0%) (0.0%) (33.3%) (33.3%)

6 1 1 5 2
(75.0%) (12.5%) (12.5%) (62.5%) (25.0%)

1 0 0 0 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

0 0 0 0 0

2 0 0 1 0
(100.0%) (0.0%) (0.0%) (50.0%) (0.0%)

1 0 0 0 0
(33.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%)

8 1 3 4 0
(61.5%) (7.7%) (23.1%) (30.8%) (0.0%)

3 0 0 2 0
(75.0%) (0.0%) (0.0%) (50.0%) (0.0%)

7 0 0 3 1
(87.5%) (0.0%) (0.0%) (37.5%) (12.5%)
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申告受理・申告監督実施状況 

  「過重労働重点監督月間」中に、65件の申告を受理した。また、重点監督以外にも、「過重労働重

点監督月間」中に、59 事業場に対し申告監督を実施し、43事業場で何らかの労働基準関係法令違

反が認められた。 
 

 ※ 申告とは労働者が労働基準法第104条に基づいて労働基準監督署に違反の事実を申し立てる

ことであり、これを受けて実施する監督を申告監督と呼んでいます。 

２ 「過重労働重点監督月間」における申告受理・申告監督実施状況 

（注１）９月に申告監督を実施した事業場数であり、申告受理件数の内数ではない。 
（注２）労働基準法第32条違反及び第40条違反〔36協定なく時間外労働を行っているもの、36協定で定める限度時間を超

えて時間外労働を行っているものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。 
（注３）労働基準法第37条（割増賃金）違反を計上している。 
（注４）労働基準法第24条及び最低賃金法第４条違反件数を計上している。 
（注５）労働基準法第19条違反〔解雇してはならない期間（業務上疾病の療養中等）に解雇したもの。〕及び労働基準法第

20条違反〔解雇するに当たり、少なくとも30日以上前に予告をしていないものや、予告期間が30日に満たない場合
で解雇予告手当を支払っていないもの。〕を計上している。 

 



３ 「過重労働重点監督月間」における監督指導事例 

 

事例１ 

店長を管理監督者として取り扱い、労働時間管理を適正に行っていなかったこと等

が認められた事例 

 

【概要】 

 監督指導時に確認した事実は以下のとおり。 

 ①小売店の店長である労働者について、労働基準法 41条第 2号に基づく管理監督

者として取り扱い、定額の管理職手当が支払われていたが、監督指導時に店長の

職務内容、権限等を確認したところ、法定の管理監督者とは認められなかったこと。 

 ②店長以外の労働者について、割増賃金の定額払制が行われているが、実際の

労働時間数に基づく法定の時間外及び深夜労働に対する割増賃金に対し、不足し

ていたこと。 

 

【監督署の指導内容】（現在、是正確認中） 

 ①について、店長である労働者について労働基準法第 41条第 2号に定められる管

理監督者に該当しないとして、労働時間の把握及び把握した労働時間に基づく割

増賃金の適正な支払いを指導。 

 ②について、労働基準法第 37 条（割増賃金）違反を是正勧告し、不払いとなってい

る割増賃金の支払いを指導。 

 

 

事例２ 

年少者に時間外、休日及び深夜労働を行わせていたこと等が認められた事例 

 

【概要】 

 監督指導時に確認した事実は以下のとおり。 

 ①飲食店において、年少者（満 18歳未満）である労働者に、時間外、休日及び深夜

に時間外労働を行わせており、時間外労働等に対する割増賃金を支払っていなか

ったこと。これらの状況が発覚しないよう、店長が年少者のタイムカード等を不正に

打刻していたものである。 

 ②その他の労働者について、時間外労働に関する労使協定の限度を超え、もっとも

長い者で月１００時間を超える時間外労働を行わせていたこと。 

 

【監督署の指導内容】（一部是正済み） 



 ①について、労働基準法第３２条（労働時間）、同法第３５条（休日）、同法第６１条

（深夜業）及び同法第３７条（割増賃金）違反を是正勧告し、年少者の適正な管理及

び不払いとなっている割増賃金の支払いを指導。 

 ②について、労働基準法第３２条（労働時間）違反を是正勧告し、時間外労働の抑

制及び過重労働による健康障害防止対策を講じることを指導。 

（会社は、①について、年少者にかかる適正な管理を徹底するともに、適正な割増賃

金を支払った。） 

 

 

事例３ 

割増賃金の定額払制の不適正な運用が認められた事例 

 

【概要】 

監督指導時に確認した事実は以下のとおり。 

タイムカードの記録と時間外労働の自己申告の状況が乖離しており、時間外労働

の適正な自己申告が行われておらず、特に一部の固定残業代が支給されている役

職者については全く自己申告が行われていない状況にあり、実際の労働時間数に

基づく法定の時間外労働に対する割増賃金が支払われていなかったこと。 

 

【監督署の指導内容】（一部是正済み） 

 労働基準法第３７条（割増賃金）違反を是正勧告し、不払いとなっている割増賃金

の支払いを指導するとともに、労働時間の適正把握基準に基づく適正な管理を指

導。 

（会社は、適正な割増賃金を支払った。） 



７ 相談内

１ 相談総件数     
        四国 66件  （全国合計 1,044件） 
     

２ 相談者の属性 
   労働者 46件（70％）、労働者の家族15件（23％）、その他5（7％） 

４ 相談の対象となった労働者が勤務する事業場の業種（トップ３） 
   製造業 15件（22.7％）、商業 13件（19.7％）、運輸交通業 8件（12.1％）   
     
   ※ 全国値 
      製造業 213件（20.4％）、商業 208件（19.9％）、接客娯楽業 96件（9.2％） 

1 14 16 14 1 4 16 

四国（66件） 

19才以下 20～29才 30～39才 40～49才 50～59才  60才以上 不明 

３ 相談の対象となった労働者の年齢 

労働者, 46, 
70% 

労働者の家

族, 15, 23% 

その他, 5, 
7% 

四国（66件） 

労働者, 
718, 69% 

労働者の家

族, 223, 
21% 

その他, 
103, 10% 

全国（1044件） 

13 252 255 182 68 65 209 

全国（1044件） 

19才以下 20～29才 30～39才 40～49才 50～59才  60才以上 不明 

資料2 



長時間・過

重労働, 
416, 24% 

賃金不払残

業, 560, 
33% 

その他の 

賃金不払, 
79, 5% 

休日・休暇, 
107, 6% 

解雇・雇止

め, 41, 2% 

その他の労

働条件, 99, 
6% 

パワハラ, 
163, 10% 

セクハラ, 13, 
1% 

その他の職

場いじめ, 
45, 3% 

その他, 
180, 10% 

全国（1,044件） 

長時間・過

重労働, 35, 
31% 

賃金不払残

業, 36, 32% 

その他の 

賃金不払, 2, 
2% 

休日・休

暇, 6, 5% 

解雇・雇

止め, 3, 
3% 

その他の

労働条

件, 8, 7% 

パワハラ, 
4, 3% 

その他の職

場いじめ, 4, 
4% 

その他, 15, 
13% 

四国（66件） 

５ 相談の対象となった労働者の雇用形態 

正社員, 52, 
79% 

期間契

約社

員, 3, 
4% 

パート・ 

アルバイト, 
3, 5% 

派遣労働者, 
1, 1% 

その他, 2, 
3% 

不明, 5, 8% 

四国（66件） 

正社員, 
758, 72% 

期間契

約社

員, 76, 
7% 

パート・ 

アルバイト, 
81, 8% 

派遣労働者, 
21, 2% 

その他, 39, 
4% 

不明, 69, 
7% 

全国（1044件） 

６ 相談の対象となった労働者の勤務する事業場の規模 

10人未満, 7, 
10% 

10～29人, 
4, 6% 

30～49人, 
11, 17% 

50～99人, 
7, 11% 100～299

人, 10, 15% 

300人以上, 
7, 11% 

不明, 20, 
30% 

四国（66件） 

10人未満, 
121, 12% 

10～29人, 
209, 20% 

30～49人, 
127, 12% 50～99人, 

113, 11% 

100～299

人, 116, 11% 

300人以上, 
77, 7% 

不明, 281, 
27% 

全国（1044件） 

７ 相談内容の内訳 



8 相談事例 

残業手当 

一切なし, 8, 22% 

残業手当の一律

カット（一部不払）, 
4, 11% 

残業手当の定額払

（一部不払）, 10, 
28% 

労働時間管理不適

切（一部不払）, 11, 
31% 

その他の一部不払, 
2, 5% 

その他,  
1, 3% 

賃金不払残業の態様 

外:四国36件 
内:全国560件 

34% 

13% 19% 

20% 

9% 
5% 

※ 賃金不払残業の相談（四

国36件、全国560件）の内訳 
 

 四国では「残業手当一切な

し」が全体の2割強であった。 

20時間未満, 2, 
6% 

20～40時間 

未満, 5, 14% 

40～60時間 

未満, 7, 19% 

60～80時間 

未満, 4, 11% 

80～100時間 

未満, 12, 33% 

100時間以上, 6, 
17% 

残業手当が不払いとなっている時間外労働時間 

13% 

21% 

20% 
15% 

10% 

16% 

5% 

外:四国36件 

内:全国560件 

※ 賃金不払残業の相談（四

国36件、全国560件）の内訳 
 

 四国では「80時間以上」で

全体の半数を占めた。 

45時間以下, 2, 6% 

45時間超～ 

60時間以下, 2, 6% 

60時間超～ 

80時間以下, 6, 
17% 

80時間超～ 

100時間以下, 14, 
40% 

100時間超, 11, 31% 

１か月の総時間外労働時間 

4% 
10% 

19% 

23% 

42% 

2% 

外:四国35件 

内:全国416件 
 

※ 長時間・過重労働の相談
（四国35件、全国416件）の
内訳 
 
 四国では「80時間以上」で
全体の70％以上を占めた。 
 

７ 相談内容の内訳 



8 相談事例 

事例１  

（20歳代、男性、労働者本人）  

  

 大学卒業して即入社し現在2年目になる男性。建築物などの設計業務として入社したのだが、
会社の組織改編があり、しばらくの間、会社の系列である飲食店で販売と接客の業務に従事し
ている。 

 勤務の実態として、週休2日は確保されているのだが、1日の拘束時間はほぼ15時間程度であ
り、客商売であるため、この間、休憩は一切とれない状態である。ここ数日は、家に帰ると疲れて
眠るだけの生活がつづいている。 

 給料は月給制であり、月々基本給10万円と各種手当で構成されており、総支給額は約18万円
程度になっている。明細上の時間外労働手当は2万円と記載されている。 

 会社にそれとなく改善を申し出ているが、「がんばれ」と言われるのみであり、なかなか実態は
改善されない。自分と同じ立場の先輩もほぼ同様の勤務状況である。今は何とか体調を崩さず
やっているが、このような状況がずっと続くとなる困るし、将来の展望が見えず不安である。 

  
 
事例２ 

（30歳代、女性、労働者の家族）  

  

 実家（四国）を出て遠方（関東地方）で働く30歳代の息子のことで相談。 
 大学卒業して全国展開するソフトウェア会社に就職した。職場ではタイムカードなどは一切な
く、労働時間がしっかりと管理、把握されていないようである。このためか、毎月100時間程度の
時間外労働を行っているのだが、それに対応した時間外労働手当は一部しか支払われていな
い模様（給料明細上は手当があるのだが、実際に働いている時間と計算が合わない）。 
 目の疲れや握力などに影響がでているようであり、慢性的な身体疲労がたまっている。同僚の
一部は体調を崩して退職したそうである。大きな会社であり、毎年多くの新人社員が入社してくる
のだが、厳しい勤務条件であるためか辞める人もかなり多い。 
 労働組合はない会社であり、不満や改善を申し立てると「辞めろ」とは言わないが、文句を言う
なら辞めればいいといった感じが組織全体に根付いているようである。 
 労働者本人ではなく親の立場での相談であり、就労先も関東地方であるが、労働基準監督署
の指導を求めることは可能か。 
 
 
事例３ 
（30歳代、男性、労働者本人） 
 
 以前に勤務していた会社についての相談。現在も勤務している同僚に聞くと今も変わっていな
い。 
 会社は営業成績をあげるため、多くの目標を設定している。その目標を達成するために、結果
的にかなり厳しい勤務状況となっている。 
 就業規則はあるようだが、かなり古い物のようで実際にはあまり活用されていない。会社には出
勤簿があるが出勤したら押印するだけのもので、始業・終業の時刻を記録したものはない。自分
が記憶している限り、始業時間は9時であるが、終業時間は21時から22時までであり、毎日のよう
に残業があった。場合によっては休日出勤もあった。休日がとれたのは月に2日くらいか。同僚
が職場でケガをしたこともあったが労災の対象となったかどうか分からない。 
 自分自身は体調を崩したため、昨年末に退職したが、今でも勤務している人のためにも調査を



 
 

 

「過重労働重点監督月間」における「重点監督」実施状況（愛媛労働局分） 

 

１ 法違反の状況（是正勧告書を交付したもの） 

表１ 「重点監督」実施件数等 
 

重点監督実施 
事業場数 
（注１） 

何らかの労働基
準関係法令違反
があった事業場

数 

違反事項 

労働時間 
（注２） 

賃金不払残業 
（注３） 

健康障害防止
対策（注４） 

合計 
85 

(100.0%) 
74 

(87.1%) 
47 

(55.3%) 
24 

(28.2%) 
1 

(1.2%) 

主
な
業
種 

製造業 19(22.4%) 17 15 6 0 

建設業 5(5.9%) 4 3 4 0 

運輸交通業 12(14.1%) 12 9 3 0 

商業 11(12.9%) 7 4 4 0 

教育・研究業 2(2.4%) 2 1 0 0 

保健衛生業 7(8.2%) 7 1 3 0 

接客娯楽業 11(12.9%) 9 6 0 0 

その他の事業 11(12.9%) 10 7 4 1 

（注１）主な業種の合計数と全体の合計とは一致しない。 

（注２）労働基準法第 32 条違反〔36 協定なく時間外労働を行っているもの、36 協定で定める限度時間を超えて時間外

労働を行っているものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。 

（注３）労働基準法第 37条（割増賃金）違反のうち、賃金不払残業の件数を計上している〔計算誤り等は含まない。〕。 

（注４）労働安全衛生法第 18 条違反〔労働安全衛生規則第 22 条（衛生委員会において、労働者の健康障害の防止及び

健康の保持増進に関する事項について調査審議を行っていないもの。）及び労働安全衛生法第 66 条の８違反〔１

月当たり 100 時間以上の時間外労働を行った労働者から、医師による面接指導の申出があったにもかかわらず、

面接指導を実施していないもの。〕を計上している。 

 

２ 健康障害防止に係る指導状況（指導票を交付したもの） 

⑴ 過重労働による健康障害防止のための指導状況 

 

表２ 過重労働による健康障害防止のための指導状況 

 
指導事業場数 面接指導の実施（注２） 

衛生委員会等における調
査審議の実施（注３） 

面接指導等の実施に係る
体制の整備等（注４） 

20 12 14 16 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）２ないし６月で平均 80時間超える時間外労働を行っている労働者又は１月 100時間を超える時間外労働を行っ

ている労働者について、面接指導等の必要な措置を実施するよう努めることなどを指導した事業場数を計上して

いる。 

（注３）「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること」について、①常時

50 人以上の労働者を使用する事業場の場合には衛生委員会で調査審議を行うこと、②常時 50 人未満の労働者を

使用する事業場の場合には、労働安全衛生規則第 23条の２に基づく関係労働者の意見を聴くための機会等を利用

して、関係労働者の意見を聴取することを指導した事業場数を計上している。 

（注４）医師による面接指導等を実施するに当たり、労働者による申出が適切になされるようにするための仕組み等を

予め定めることなどを指導した事業場数を計上している。 

 

 

 

（参考１） 

事項 

業種 



 

⑵ 労働時間適正把握に係る指導 

 

表３ 労働時間適正把握に係る指導状況 

（注１）指導事項は、重複があり得る。 

（注２）各項目のかっこ内は、それぞれの指導項目が、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

基準」（参考資料 4-1）のどの項目に基づくものであるかを示している。 

 

３ 重点監督において把握した実態 

○ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績 

 

表４ 時間外・休日労働時間が最長の者の実績 

把握していない 時間外労働なし 
１月当たり 
45時間以下 

１月当たり 
45時間超え 
80時間以下 

１月当たり 
80時間超え 
100時間以下 

１月当たり 
100時間超え 

0 3 37 25 12 8 

 

 
指導事業場数 

始業・終業時
刻の確認・記
録（基準２

(1)） 

自己申告制による場合 

管理者の責
務（基準２
(５)） 

労使協議組
織の活用（基
準２(６)） 

自己申告制
の説明（基準
２(3)ｱ） 

実態調査の
実施（基準２

(3)ｲ） 

適正な申告の
阻害要因の排
除（基準２(3)

ｳ） 

21 12 2 6 1 1 0 



                

 

「過重労働重点監督月間」における申告受理・申告監督実施状況等 
 

○ 申告受理・申告監督実施状況（愛媛労働局分） 
 

 

 

（注１）９月に申告監督を実施した事業場数であり、申告受理件数の内数ではない。 

（注２）労働基準法第 32 条違反〔36 協定なく時間外労働を行っているもの、36 協定で定める限度時間を超えて時間外

労働を行っているものなど違法な時間外労働があったもの。〕の件数を計上している。 

（注３）労働基準法第 37条（割増賃金）違反を計上している。 

（注４）労働基準法第 24条及び最低賃金法第４条違反件数を計上している。 

（注５）労働基準法第 19 条違反〔解雇してはならない期間（業務上疾病の療養中等）に解雇したもの。〕及び労働基準

法第 20条違反〔解雇するに当たり、少なくとも 30日以上前に予告をしていないものや、予告期間が 30日に満た

ない場合で解雇予告手当を支払っていないもの。〕を計上している。 

 

 

申告受理 
件数 

申告監督 
実施事業場数 
（注１） 

何らかの労働
基準関係法令
違反があった
事業場数 

違反事項 

労働時間 
（注２） 

割増賃金 
（注３） 

賃金不払 
（注４） 

解雇 
（注５） 

合計 
27 

(100.0%) 
24 

15 
(62.5%) 

0 
(0.0%) 

1 
(4.2%) 

12 
(50.0%) 

4 
(16.7%) 

主
な
業
種 

製造業 3(11.1%) 3 2 0 0 2 0 

建設業 4(14.8%) 3 2 0 1 1 0 

運輸交通業 3(11.1%) 2 1 0 0 0 1 

農林業 0(0.0%) 1 1 0 0 1 0 

商業 5(18.5%) 4 4 0 0 4 2 

教育・研究業 0(0.0%) 1 1 0 0 1 0 

保健衛生業 4(14.8%) 1 0 0 0 0 0 

接客娯楽業 6(22.2%) 7 3 0 0 3 0 

清掃・と畜業 0(0.0%) 1 0 0 0 0 0 

その他の事業 2(7.4%) 1 1 0 0 0 1 

（参考２） 

事項 

業種 



「無料電話相談」実施結果（愛媛局分） （参考３）

１ 相談総件数    愛媛 35件  （四国合計 66件） 
     

２ 相談者の属性 
   労働者 28件（80％）、労働者の家族7件（20％）、その他0
（0％） 

４ 相談の対象となった労働者が勤務する事業場の業種（トップ３） 
  製造業 10件（28.6％）、商業 8件（22.9％）、運輸交通業 4件（11.4％）   
     
 ※ 四国値 
  製造業 15件（22.7％）、商業 13件（19.7％）、運輸交通業 8件（12.1％） 

0 10 8 5 1 3 8 

愛媛（35件） 

19才以下 20～29才 30～39才 40～49才 50～59才  60才以上 不明 

３ 相談の対象となった労働者の年齢 

労働者, 28, 
80% 

労働者の家

族, 7, 20% 

愛媛（35件） 

労働者, 46, 
70% 

労働者の家

族, 15, 23% 

その他, 5, 
7% 

四国（66件） 

1 14 16 14 1 4 16 

四国（66件） 

19才以下 20～29才 30～39才 40～49才 50～59才  60才以上 不明 



長時間・過

重労働, 35, 
31% 

賃金不払残

業, 36, 32% 

その他の 

賃金不払, 2, 
2% 

休日・休

暇, 6, 5% 

解雇・雇止

め, 3, 3% 

その他の労

働条件, 8, 
7% 

パワハ

ラ, 4, 3% 

その他の職

場いじめ, 
4, 4% 

その他, 15, 
13% 

四国（66件） 

長時間・過

重労働, 20, 
29% 

賃金不払残

業, 22, 32% 

その他の 

賃金不払, 1, 
2% 

休日・休

暇, 6, 9% 

解雇・

雇止

め, 2, 
3% 

その

他の

労働

条

件, 
4, 

6% 

パワハラ, 3, 
5% 

その他の職

場いじめ, 3, 
4% 

その他, 7, 
10% 

愛媛（35件） 

７ 相談内容の内訳 

５ 相談の対象となった労働者の雇用形態 

正社員, 27, 
77% 

期間契

約社

員, 3, 
8% 

パート・ 

アルバイト, 
2, 6% 

派遣労働

者, 1, 3% 
その他, 
0, 0% 

不明, 2, 6% 

愛媛（35件） 

正社員, 52, 
79% 

期間契約

社員, 3, 
4% 

パート・ 

アルバイト, 
3, 5% 

派遣労働者, 
1, 1% 

その他, 2, 
3% 

不明, 5, 8% 

四国（66件） 

６ 相談の対象となった労働者の勤務する事業場の規

10人未満, 3, 
8% 

10～29人, 3, 
9% 

30～49人, 4, 
11% 

50～99人, 3, 
9% 

100～299人, 
8, 23% 

300人以上, 
3, 9% 

不明, 11, 31% 

愛媛（35件） 
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